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D-440 抗DNA抗体（SLE疑いに対する回数） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、全身性エリテマトーデス（SLE）疑いに対する抗 DNA抗

体の連月の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 SLE の診断が確定している場合、抗 DNA抗体は治療効果判定の指標と

なるため、連月の算定は認められるが、診断目的の場合、連月施行する必

要性は乏しいと整理した。ただし、検査結果により再検査が必要と判断さ

れた場合は症例によって認められる。 

 


